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８月23日
から

助成を開始
日帰り入浴…1,000円、宿泊…最大3,000円を助成
温泉宿泊施設等利用促進事業

　市では「温泉宿泊施設等利用促進事業」を８

月23日から再開します。宿泊支援の助成額は

最大3,000円。市内温泉宿泊施設などを利用

した場合の費用を助成します。

　

■�対象　県民または県内事業所に勤務する人

※団体利用の目安は８人程度

■助成額

◦�日帰り入浴支援（１食付き）…利用者１人当

たり1,000円

※�2,000円（消費税込み、入湯税別）未満のプラ
ンは対象外

◦�宿泊支援（素泊まり含む）…利用者１人当た

り最大3,000円

※�4,000円未満（消費税込み、入湯税別）のプ
ランは対象外

■�助成期間　９月30日（木）まで

■利用方法

①�利用を希望する施設に電話などで本事業を

利用することを伝え予約

②�利用日当日、予約した施設の受付で利用申

込書に必要事項を記入の上、提出

※�居住地や勤務地を確認（団体の場合は代表
者１人）できる書類を提示してください

③助成額を差し引いた利用料を支払う

【問い合わせ】�本館観光課（緯41-3542）
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＊�利用申込書は、市ホーム

ページに掲載しています

プラン 助成額（１人当たり）
4,000円以上6,000円未満 2,000円
6,000円以上 3,000円

県内の感染拡大状況により、本事業を中止・
停止することがあります。この場合、本事
業の利用者が予約をキャンセルしてもキャ
ンセル料は徴収されません

◉個別接種を実施している市内医療機関（８月５日現在）
医療機関の名称

イーハトーブ病院 ささきクリニック 花巻中央眼科

石鳥谷医療センター さとう内科クリニック まきた内科ハートクリニック

石鳥谷駅前クリニック 循環器科・内科 大平医院 三浦医院

大迫地域診療センター すがさわ外科内科クリニック ゆうきクリニック

小原クリニック 須田内科医院 ゆかわ脳外科

おばら内科消化器内科クリニック 高木丘クリニック 東和病院

織笠内科医院 照井内科消化器科医院 宝陽病院

菊地内科クリニック とみつか脳神経外科クリニック 国立病院機構花巻病院

熊谷内科胃腸科医院 中舘内科クリニック 川嶋医院

恵ライフクリニック 西大通り耳鼻咽喉科医院 小瀬川皮膚科医院

齋藤整形外科クリニック はじめこどもクリニック たきの内科循環器科クリニック

さとう消化器科内科クリニック 藤巻胃腸科内科クリニック

＊�医療機関に直接連絡をしてもワクチン接種の予約はできませんので注意してください

新型コロナウイルス感染症対策関連事業のお知らせ

◈新型コロナウイルス感染症予防接種証明書（ワクチンパスポート）の交付

付はできません。　

　申請方法は、市ホームページでご確認いた

だけるほか、市コールセンターでもお知らせ

しています。

　ワクチンパスポートは、海外渡航の際、渡

航先の国などが防疫措置の緩和を判断するた

め、新型コロナワクチンの接種記録を公的に

証明するものです。当面の間、海外渡航時の

利用を目的としない人には、接種証明書の交
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【問い合わせ】 新館下水道課（☎41-3564）

トイレの水洗化で
暮らしを快適に

　市では、水洗化率の向上に力を入れています。

　水洗化することで、住宅だけでなく地域の環境衛生が向

上し、また、公共用水域の水質保全が図られ、上水道や農

業用水などを安心して使用できるようになります。

　市の水洗化率は右表のとおりで、岩手県が公
表している県内の水洗化率76.0㌫（令和元年度
末）を上回っていますが、地区によって水洗化
率に差があります。

（単位：㌫）

地区 全体 花巻 大迫 石鳥谷 東和

水洗化率 81.2 85.7 66.6 76.2 60.8

■市内の水洗化率（令和２年度末）

※水洗化率…水洗化人口（人）/住民基本台帳人口（人）

■水洗化支援制度

　市では各家庭にあるトイレなどの水洗化を促進するため、さまざまな補助金を設
けています。補助金制度の詳しい内容については、市ホームページをご覧いただく
か、新館下水道課までお問い合わせください。
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融資
あっせんと
利子補給

私設汚水管
設置費
補助金

排水設備
設置促進
補助金

低地対策
ポンプ施設
設置費
補助金

浄化槽設置
整備事業
補助金

浄化槽
維持管理費
補助金

浄化槽
撤去費
補助金

対象者

融資を受けて
水洗便所など
の改造を行う
個人

排水設備のう
ち30㍍を超え
る管を設置す
る人

65歳以上の高齢
者または18歳未
満の子どもがい
る世帯で水洗化
する人

低地に建物を
所有しポンプ
施設を設置す
る人

浄化槽を設置
しようとする
人

個人管理浄化
槽を適正に維
持管理する人

更新又は規模
の変更に伴い
既存の個人管
理浄化槽を撤
去する人

補助対象
経費

融資上限額
◦戸建て住宅
　130万円
◦共同住宅
　�１世帯につ
き50万円、
上限300万円

30㍍を超えた
部分

排水設備など
の設置に要し
た経費

ポンプ設置経
費（更新の場
合は10年経過
後）

設置費用 維持管理経費 撤去費用

補助金額
利子補給
10分の10

１㍍当たり
４千円
※上限24万円

補助対象経費
の10分の10
※上限10万円

補助対象経費
の10分の７
※上限60万円

補助対象経費
の10分の９
※上限

▽５人槽…
79.2万円 ▽７
人槽…99.2万
円 ▽10人槽…
132.3万円

補助対象経費
の10分の10
※上限１万円

補助対象経費
の10分の５
※上限25万円

申請期限 － － － － 12月15日（水）

浄化槽維持管
理契約期間の
満了後30日以
内

12月15日（水）


